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帽遍に向けた安全・費心対策に目する機肘チームについて

平成 25年 9月 17日

1.■ロ

本年3月 7日の復興推進会議・原子力災害対策推進本部合同会合において、「避

難指示の解除に向け、線量水準に応じて講じるきめ細かな防護措置の具体化等

について、原子力災害対策本部で議論を行い、年内を目処に一定の見解を示すJ

方針が決定した。

これを受け、原子力規制庁を含む関係省庁が検討を続け、モニタリングデー

タや個人線量に関するデータ等も蓄積されてきた。さらに、線量水準に応して

講じるきめ細かな防護措置として、帰還に向けた安全・安心対策に関する関係

省庁の施策の案も取りまとまりつつある。

こうした背景の下、帰還に向けた安全・安心対策に関し、原子力規制委員会

が科学的・技術的な検討を行うことを要請された。原子力規制委員会は、「帰還

に向けた安全・安心対策に関する検討チーム」(以下、「検討チーム」という。)

を設置する。

2.慎‖の道め方

検討チームでは、原子力災害対策本部の関係省庁におけるこれまでの検討内

容等についてヒアリングを行い、最終的に、原子力規制委員会としての考え方

を提示する。
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2.避難に関する考え方 (20mSv)について
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① 放射線の健康影響に関する科学的知見を国連に報告する機関である「原
子放射線の影響に関する国連科学委員会 (UNSCEAR)」 の報告書や放射線
防護に関する基準の策定に当たって国際的に広く採用されている「国際
放射線防護委員会 (ICRP)」 勧告等によれば、以下の点が明らかにされ
ている。

② 100mSv以下の被ばくでは、あるしきい値を超えて被ばくした際に発生す
る健康影響 (「確定的影響」という。具体的には、皮膚障害や不妊など
の「組織反応Jを指す。)は確認されていない健1)。

③ 被ぼく線量の増加に伴つて発症率が増加する健康影響 (「確率的影響」
という。具体的には、がんや自血病等を指す。)については、しきい値
がないと仮定しても、100mSvまでの被ばく線量でのがんのリスクは疫学
的方法では直接明らかにすることは困難というのが国際的な合意であ
り健2、 め,100mSv以下の被ばくでは、他の要因による発がんの影響によ
つて隠れてしまうほど小さく、放射線による発がんのリスクの明らかな
増加を証明することは難しいとされている。

④ 以上の 100mSv以下の被ぼくに関する健康影響の評価は、短時間での被
ぼくによる影響の評価であるが、長期間にわたる被ば〈の場合は、積算
線量が同じ 1∞mSvの被ぼくであっても、短期間での被ばくに比して、
より健康影響が小さいと推定されている 健。

.

子どもや胎児への影響についても、100mSv以下の被ばくでは、年齢層の
違いによる発がんリスク等の差は確認されていない 帷D。

ヒトにおける放射線被ばくによる遺伝的影響については、疾患の明らか
な増加を証明するデータはないとされている。は0

(注 1)ICRP Pu1 100(60)「 約 100mGyまでの吸収線量域では、どのような組織
も臨床的に意味のある機能障害を示すとは判断されない。」(Sv単位につい
ては、局所毎の被ぱくにおいて、sv≧ Gyでぁるため、総和を取つて、約 100mSv
≧約 100mGyの 関係が成り立つ。以下同じ。)

(注 2)UNSCEAR 2000 Annex G.510「 約 ltluyを はるかに下回る急性線量において
影響の明白な兆候を示すことには統計的な限界が付きまとっている。」

(注 3)10RP Pub.lo3(A86)「 がんリスクの推定に用いる疫学的方法は、おょそ
1∞僣Vまでの線量範囲でのがんのリスクを直接明らかにする力を持たない
という一般的な合意がある.J

(注 4)UNSCEAR 20∞ Annex G.512「 腫瘍発生の有意な増加をもたらす最低線量は

⑤

⑥



一般には遷延被ばくによる方が急性被ばくよりも高いJ

(えL5) D. L, Preston, tt a!. So:id Cancer incidence in Atomic 8om6 Survivors:

1958-1998: RAD:AT10N RESEARCH (2007)

(注 6)UNSCEAR 2000 Annex O.177rヒ トの疾患に結びつくような遺伝的影響につ

いて、定量的情報を与えるような直接的データは今のところないJ

2.避難に関する考え方 (20添v)につい

(1)国際的な考え方

:CRP勧告においては、安全サイドに立って健⊃、放射線防護の観点から

は、100mSv以下の低線量被ばくであつても、被ばく線量に対して直線的

にリスクが増加するは0と いう仮定に基づき、放射線防護措置を講じる

とともに、原子力事故などにより生じた高度の汚染による健康影響を回

避・低減するための緊急対策が必要となる不測の状況 (「緊急時被ばく

状況」という。)及び緊急事態下の状況が安定し、事故によつて放出さ

れた放射性物質による長期的な被ばくについて適切な管理を実施すべ

き状況 (「現存被ばく状況」という。)において、優先的に放射線防護措

置を実施していく対象を特定するため、目安としての線量水準 (「参考

レベルJと いう。)を提唱しているは0
0

緊急時被ばく状況においては、年 20～ 100mSVの範囲で、各国政府が状

況に応じて適切に参考レベルを設定することとされている。この参考レ

ベルは、放射線防饉措置を効果的に進めていく (「最適化」する)ため

の目安 健Ю)で あり、被ぱくの限度を示したものではない。また、「“安

全"と “危険"の境界を表したり、あるいは個人の健康リスクに関連し

た段階的変化を反映するものではない」は:1).

①

②

③ また、参考レベルは、個人の生活面での要因等「経済的及び社会的要因

を考慮してJは la r被ばくの発生確率、被ばくする人の数、及び個人線

量の大きさのいずれをも合理的に達成できる限り低く抑えるJ(注
1の こと

により、追加被ばく線量を低減するための目安として用いるとされてい

る。

(注 7)ICRP Pub.103(36)「低線量・低線量率での放射線防護についての慎重な基

礎である」

(注 8)ICRP Pub.103(64)「放射線防護の目的には、基礎的な細胞過程に関する証

拠の重みは、線量反応データと合わせて、約 100msvを下回る低線量城では、

がん又は遺伝性影響の発生率が関係する臓器及び組織の等価線量の増加に

正比例して増加するであろうと仮定する」



(注 9)ICRP Pub.111(51)「防護対策の主要な焦点は、参考レベルを上まわる被ば
くに向けられるべき」

(注 10)ICRP Pub.111(40「Pub!icatioo103(ICRP,2007,230項 )において委員会に
よつて線源関連の概念として定義された参考レベルは、その被ばく線量レベルを
上まわる被ばくが発生することを認めるよう計画することは不適切であると判断
され、それを下回る場合には肪護の最適化が実施されるべき線量またはリスクの
レベルを表している。(略)委員会は、緊急時被ばく状況および現存被ばく状況に
対して、“参考レベル"と いう用語を提案した (一方で、“線量拘束値"と いう用
語は計画被ばく状況に対して残されている).」

(えL ll)iCRP Pub.loo o23)

(注 12)ICRP Pub.1031212)

(2)我が目政府の対応

① 我が国政府は、住民の安心を最優先し、東電福島第一原発事故後の緊急
時被ばく状況においては、10RP勧告の緊急時被ばく状況の参考レベルで
ある 20～ 100mSvの うち最も厳しい値に相当する20mSvを参考レベルと
して採用した。

② その上で、20mSvの参考レベルを速やかに達成するため、年 20mSvを超
えると推計される地域について、放射線被ばくを確実に回避できる措置
として選難を指示した。

③ なお、事故直後の緊急時における避難指呑に当たっては、速やかに避難
を行うため、個人線量計を用いた個人個人の生活実態に即した被ばく線
量の測定結果 (「個人線量」という。)ではなく、個人の行動範囲にかか
わらず面的に一様であるとの仮定に基づき、定点測定を中心とする空間
線量の測定結果から推定された被ばく線量 (「定点測定による線量推定」
という。)に基づいて判断がなされた。より具体的には、放射能の自然
減衰を考慮せず、個人の生活パターンを一つのパターン (8時間屋外、
16時間木造家屋 (屋内では放射線は 40%に低減)に滞在)で代表させ
る等の安全サィドに立った推定により線量を評価して措置を講じた。た
だし、この推定は、安全サィドに立ったものでぁり、実際に個人線量を
測定すると、定点測定による線量推定結果を下回ることが多いはり。

(注 13)別紙3-2-4参照



3.避難指示解除に関する考え方 (20mSv)につい

(1)国際的な考え方

① ICRP勧告では、「事故後の介入の中止を正当化するためのもつとも単純
な根拠は、被ばくが介入を促した対策レベルにまで減少したことを確認

することである。J健 10と されている。

② 一方、現存被ぼく状況に移行した後は、年 1～ 20mSvの範囲の下方部分か

ら、各国政府が状況に応じて適切に参考レベルを設定し、個人に着目し

て は
“

)、 居住や労働を続けながら、個人線量を把握し、建物の浄化、土

壊と植生の修復、畜産業の変更、環境と農産物のモニタリング、汚染さ

れていない食品の提供、廃棄物の処理等による放射線リスクの適切な管

理に加え、情報提供、ガイダンス、健康サーベイランス、小児の教育な
どの総合的な対策によって放射線被ばくを低減する餞10こ ととされてい

る。

③ なお、上述したとおり、参考レベルは、放射線防護措置を効果的に進め
ていくための目安であり、被ぼくの限度を示したものではない。また、
「“安全"と “危険"の境界を表したり、あるいは個人の健康リスクに関
連した段階的変化を反映するものではない」。さらに、個人の生活面での

要因等「経済的及び社会的要因を考慮して」「被ばくの発生確率、被ばく

する人の数、及び個人線量の大きさのいずれをも合理的に達成できる限
り低く抑えるJこ とにより、追加被ばく線量を低減していくべきとされ
ていること等に留意が必要である 餞10～ 10

0

(】L14) ICRP Pub.82(122)

(注 15)ICRP Pub.111(45)「委員会は、個人年間実効残存線量(mSy/年)で設定された

参考レベルは、現存被ばく状況における被ばくに対する最適化プロセスの計
画および履行と共に使用すべきであると勧告する。その目的は、個人線量を
参考レベルより下に低減することを目指し、最適化された肪護戦略、すなわ
ち段階的に進む一連の防護戦略を履行することである。」

(】L16) ICRP Pub.111(24、  59)

ICRP Pub.111(24)「 汚染地域内で生活し働くことは、現存被ばく状況として

考えられる。」
ICRP Pub lll(59)「 事崚後の状況において当局によつて履行される典型的な

戦略には、建物の浄化、土壌と植生の修復、畜産業の変更、環境と農産物の
モニタリング、汚染されていない食品の提供、(浄化作業または市場に上が

らない汚染物から生じる)廃棄物の処理、情報、ガイダンス、(例えば測定
のための)説明書と機器、健康サーベイランス、小児の教育、特定の被ばく

グループと一般公衆への情報の提供などがある。」



r)我が国政府の対応

①我が国政府は、ステップ2の完了後、避難指示の解除の際の線量の要件
について、避難を指示した際の基準であつた年 20mSv以下となることが
確実であることが確認された地域としている。これは、年 20mSvは、「他
の発がん要因によるリスクと比べても十分低い水準である」健 1■ ととも
に、「放射線防護の観点からは、生活田を中心として除染や食品の安全管
理等の放射線防護措置を通じて、十分リスクを回避できる水準J帷 1つ で
あり、「今後よリー層の線量低減を目指すに当たってのスター トラインと
しては適切であると考えられる」儀

")こ とに基づいている。

② ただし、年 20mSv以下となることが確実であることが確認された地域で
あっても、帰還する住民の生活環境や放射線に対する不安もありうるこ
とを踏まえ、「電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に
必須なインフラや医療・介護・郵便などの生活関連サービスがおおむね
復旧し、子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分進捗した段階で、
県、市町村、住民との十分な協議を踏まえ、避難指示を解除する」は旧)

方針としている。

③ また、年20mSvを下回つていることが確認された地域については、「現存
被ばく状況に移行したものとみなされる」鮭・ )と している。

④ このため、現在、定点測定による線量推定により年 20mSv以下となるこ
とが確実であることが確認された地域においては、避難指示の解除に向
け、インフラや生活関連サービスの復旧支援や除染作業が進められてい
る。この点、放射線防護に関する政府の方針については、「ア 長期的な
目標として追加被ばく線量が年間 lmsv以下となること。J(4.(2)参
照)と しつつ、「イ 平成 25年 8月末までに、一般公衆の年間追加被ば
く線量を平成 23年 8月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等を含めて
約 50%減少した状態を実現すること。ウ 子どもが安心して生活できる
環境を取り戻すことが重要であり、学校、公園など子どもの生活環境を
優先的に除染することによって、平成 25年 8月 末までに、子どもの年間
追加被ばく線量が平成 23年 8月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等
を含めて約 60%減少した状態を実現すること。Jを目指すとした。帷199

⑤なお、避難指示解除前であつても、原則として避難指示解除準備区域で
あって、定点測定による線量推定により年 20mSv以下となることが確実
であることが確認された地域であって、日常生活に必須なインフラや生



活関連サー ビスが概ね復旧し、子 どもの生活環境を中心とする除染作業

が十分進捗 したと総合的に判断される地域については、避難指示が解除

された場合に円滑に生活を再開できるよう、市町村 と住民が協議を始め

た段階から、「ふるさとへの帰還の準備のための宿泊制度Jを、地元の意

向を踏まえ、実施 している。

(注 17)「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書」(抜粋)

(注 18)「ステップ2の完了を受けた警戒区城及び避難指示区域の見直しに関する基

本的考え方及び今後の検討課題について」(平成23年 12月 26日原子力災害
対策本部決定)

(注 19)「福島復興再生基本方針及び平成二十三年二月十一日に発生した東北地方太
平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環
境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針J(平成23年 11月 11

日閣議決定)

4. こ関する長期目標 (lmSv)に つい

(1)国際的な考え方

① lCRP勧告では、現存被ばく状況における「防護対策は、長期間 (「 数十
年 (for a long time(up to several tens of years))に も及ぶ」)実施
されることが予想され」は 20、 段階的に被ばく線量を低減させることと
されている。また、過去の経験から、年間追加被ぼく線量 lmSvが長期的
に目指す参考レベル健a)と して選ばれる代表的な値であるとされている。

② なお、上述したとおり、参考レベルは、放射線防護措置を効果的に進め
ていくための目安であり、「被ばくの “限度"を示したものではない」。
また、「“安全"と “危険"の境界を表したり、あるいは個人の健康リス
クに関連した段階的変化を反映するものではないJ。 さらに、個人の生活
面での要因等「経済的及び社会的要因を考慮してJ「被ばくの発生確率、

被ばくする人の数、及び個人線量の大きさのいずれをも合理的に達成で
きる限り低く抑える」ことにより、追加被ばく線量を低減していくべき
とされていること等に留意が必要であるは

"～
D。

(】L20) :CRP Pub.111(41)

(注 21):GRP Pub.111(50)「現存被ばく状況にとっての長期目標は、“被ぼくを通常
と考えられるレベルに近いかあるいは同等のレベルまで引き下げること"

(10RP,2∞7,288項)であることから、汚染地域内に居住する人々の防護の

最適化のための参考レベルは、このカテゴリーの被ばく状況の管理のために
PublicatiOn103(ICRP,2007)で勧告された 1～ 20mSvの バンドの下方部分か

ら選択すべきであることを、委員会は勧告する。過去の経験は、長期の事故



後の状況における最適化プロセスを拘束するために用いられる代表的な値
が lmSv/年であることを示している。国の当局は、その時点で広く見られる
状況を考慮に入れ、また、復旧プログラム全体のタイミングを利用して、状
況を徐々に改善するために中間的な参考レベルを採用してもよい。J

立)我が国政府の対応

① 我が国政府は、モニタリング、食品の出荷制限、健康診断などによる放
射線リスクの適切な管理や生活圏を中心とした除染などの総合的な対
策を行い、長期間の着実かつ継続的な放射線防護によって段階的に被ば
く線量を低減させ、長期的な参考レベルとして、「長期的な目標として
追加被ばく線量が年間 lmSv以下となること」を目指す 健101こ ととして
いる。

② この参考レベルは、現存被ばく状況において、個人個人が、居住や労働
を続けながら、長期的に目指していくというICRP勧告に基づいて設定
している。具体的には、航空機モニタリング等の定点測定による線量推
定を用いつつ、より実際の被ばく状況に即した判断が可能となる個人線
量を念頭に設定している。

③ なお、上述のとおり、参考レベルは、放射線防護措置を効果的に進めて
いくための目安であり、被ばくの限度を示すものではない。また、安全
と危険の境界を表す目安でもない。さらに、個人の生活面での要因等「経
済的及び社会的要因を考慮して」「被ぱくの発生確率、被ばくする人の
数、及び個人線量の大きさのいずれをも合理的に達成できる限り低く抑
える」ことにより、追加被ばく線量を低減していくべきとされているこ
と等に留意が必要である帷Ю～121。
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